
国・マ』

展げl

望

界
「
儒
教
の
園
敬
化
」
と
「
儒
皐
の
官
皐
化
」

冨

谷

至

「
僑
数
の
園
激
化
」
に
就
て
は
、
従
来
、
西
漢
武
帝
期
、
董
仲
箭
の
提
言
に

よ
り
「
僑
数
」
が
闘
激
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
定
読
と
な
っ
て
い
た
。

武
帝
、
五
経
惇
土
を
立
て
、
弟
子
員
を
開
き
、
科
を
設
け
射
策
し
、
勤
め

る
に
官
旅
を
以
て
し
て
よ
り
、
元
始
に
吃
る
百
有
徐
年
、
業
を
停
え
る

よ
う
や

ま
す
ま

者
、
浸
く
盛
ん
に
し
て
、
支
葉
、
蕃
す
滋
し
。
一
経
の
設
は
百
徐
寓
言
に

至
り
、
大
師
は
千
絵
人
に
至
る
。
蓋
し
稼
利
の
路
の
然
ら
し
む
る
な
り
。

と
の
『
漢
書
』
僑
林
停
賛
の
班
固
の
言
鮮
に
始
ま
り
、
今
日
、
我
々
が
自
に
す

る
数
科
書
、
概
読
書
の
類
は
、
ほ
ぽ
武
帝
期
の
「
儒
教
園
激
化
」
を
認
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
昨
今
、
武
帝
期
の
こ
の
「
儒
数
の
園
教
化
」
に
針
し

て
、
否
定
的
見
解
が
出
さ
れ
は
じ
め
た

0

・本
稿
で
は
、
か
か
る
諸
見
解
を
紹
介

し
、
若
干
の
卑
見
を
提
示
す
る
中
で
今
後
の
展
望
を
拓
き
た
い
。
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「
儒
教
園
激
化
」
に
謝
す
る
疑
義
は
、
主
と
し
て
三
方
向
か
ら
生
じ
て
き
た
。

第
一
は
、
五
経
博
士
の
設
置
、
董
仲
尻
町
針
策
に
関
す
る
史
料
的
疑
問
、
第
二
は
、

「
儒
数
園
激
化
」
の
貫
教
性
に
謝
す
る
疑
問
、
叉
第
三
は
、
「
儒
数
菌
数
化
」

の
解
穫
の
問
題
で
あ
る
。
以
下
順
を
追
っ
て
考
察
し
て
い
こ
う
。

史
料
的
疑
問
を
端
緒
と
し
て
、
武
帝
期
の
「
儒
教
園
激
化
」
に
封
し
て
否
定

的
見
解
を
提
示
さ
れ
た
の
は
、
福
井
重
雅
氏

「
儒
数
成
立
史
上
の
一
一
一
一
一
の
問
題

|
|
五
経
博
士
の
設
置
と
葦
仲
街
の
事
蹟
に
関
す
る
疑
義
|
|
」
(
『
史
皐
雑

誌
』
七
六
|
て
一
九
六
七
年
〉
で
あ
る
。
氏
の
疑
義
は
、
「
儒
数
の
園
教
化
」

の
具
鐙
的
事
賓
と
し
て
の
、
五
経
博
士
設
置
及
び
董
仲
箭
針
策
に
闘
す
る
史
料

が
『
漢
書
』
の
み
に
見
え
、
『
史
記
』
の
記
載
の
中
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
か

ら
始
ま
る
。

福
井
氏
は
、

『漢
書
』
に
し
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
五
経
博
士
に
関
し
て
、

博
士
が
既
に
文
帝

・
景
帝
期
に
詩
・
書
・
春
秋
な
ど
の
撃
に
設
置
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
に
そ
の
明
文
が
見
え
る
五
経
博
土
設
置
の
年
、
建
元

五
年
(
前
一
一
一
一
六
)
の
段
階
で
、
躍
と
易
の
博
士
は
、
誰
が
任
命
さ
れ
て
い
た

の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
五
経
博
士
が
既
に
文
帝
の
時
代
に
立
て
ら

れ
た
と
す
る
異
設
が
後
漢
時
代
に
存
在
し
、
武
帝
に
よ
る
五
経
博
士
設
置
の
停

承
が
必
ず
し
も
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
か
ら
し
て
「
武
帝
の
時
代

も
文
景
の
時
代
を
総
承
し
て
三
博
士
を
お
く
以
外
何
ら
特
別
な
制
度
を
設
け
て

い
な
か
っ
た
。
・
:
武
帝
の
五
経
博
士
設
置
と
い
う
著
名
な
制
度
は
、
漢
書
編

纂
首
時
の
思
想
か
ら
加
上
的
に
依
託
さ
れ
た
記
載
で
あ
り
武
帝
時
代
に
賓
施
さ

れ
た
事
質
は
認
め
難
い
」
と
結
論
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
董
仲
密
封
策
に
関
し
て
、
太
撃
の
設
置
を
唱
え
た
第
二
針
策
は
、

後
世
の
歳
入
で
あ
る
と
し
、
叉
他
の
封
策
も
ほ
と
ん
ど
留
意
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

以
後
の
政
策
に
具
盤
的
に
現
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
寅
数
面
に
於
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け
る
氏
の
主
張
は
後
に
詳
述
し
た
い
が
、
以
上
が
福
井
氏
が
述
べ
る
史
料
上
か

ら
の
疑
義
で
あ
る
。

こ
の
福
井
氏
の
論
考
に
封
し
て
、
佐
川
修
氏
が
「
武
帝
の
五
経
博
士
と
董
仲

釘
の
天
人
三
策
に
つ
い
て
||一
岡
井
重
雅
氏

『儒
数
成
立
史
上
の
二
三
の
問

題
』
に
射
す
る
疑
義
」
(
『集
刊
東
洋
皐
』

一
七
、
一
九
六
七
年
)
で
反
論
を
出

さ
れ
た
。
五
経
博
士
に
つ
い
て
は
、

『漢
書
』
武
帝
紀
に
封
態
す
る
『
史
記
』

武
帝
木
紀
は
現
在
失
な
わ
れ
て
お
り
、

原
本
『
史
記
』
武
帝
本
紀
に
そ
の
記
述

が
な
か
っ
た
と
は
断
定
し
難
い
。
『
史
記
』
儒
林
俸
の
記
述
は
、
五
経
博
士
設

置
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
帝
期
に
五
経
博
士
が
あ
っ
た
と
い
う
設
は

『後
漢
書』

潮
位
制
憾
に
見
ら
れ
る
が
、
従
来
こ
の
部
分
は
テ
キ

ス
ト
に
呉
同
が

あ
り
、
原
本

『後
漢
書
』
が
ど
の
後
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
、
「
五
経
博
士

を
置
く
」
と
は
、
「
今
後
、
博
士
は
五
経
に
限
っ

て
置
く
こ
と
を
制
度
の
方
針

と
し
て
決
定
し
た
」
と
解
し
た
い
、
な
ど
の
鮎
か
ら
佐
川
氏
は
、
武
帝
建
元
五

年
の
五
経
博
士
設
置
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

五
経
博
士
設
置
に
閲
し
て
、
私
は
佐
川
氏
と
同
様
、
一
隅
井
説
を
そ
の
ま
ま
容

認
す
る
こ
と
に
時
踏
を
究
え
る
。
臨
時
路
は
、

一騎
井
設
に
射
し
て
出
さ
れ
た
佐
川

誠
に
ほ
ぼ
従
う
と
と
も
に
、

『史
記
』
儒
林
列
博
に
記
載
さ
れ
て
い
る
公
孫
弘

の
上
奏
文
が
、
五
経
縛
士
設
置
の
傍
設
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
一

般
に

「
功
令
」
と
開
削
さ
れ
る
官
吏
任
用
法
に
闘
す
る
こ
の
上
奏
文
の
一

部
に
は
、博

士
官
の
た
め
に
弟
子
五
十
人
を
置
き
、
そ
の
身
を
復
す
。

な
る
傑
目
が
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
一隅
井
氏
の
如
く
、
文
・

景
帝
時
代
に
す
で
に

あ
っ
た
諸
博
士
の
た
め
の
槍
員
と
仰
附
す
る
な
ら
ば
、
「
弟
子
五
十
人
」
と
す
る

意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
「
魚
博
士
官
置
弟
子
五
十
人
」
と
あ
る
の
は
、
一

経
博
士
毎
に
十
人
、
五
経
同
開
土
全
慢
と
し
て
五
十
人
の
弟
子
を
つ
け
る
と
い
う

意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
叉
福
井
氏
は
、
五
経
博
士
に
誰
が
任
命
さ
れ
た
か

不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
五
経
博
士
自
身
の
存
在
を
も
否
定
的
に
み
ら
れ
る

が
、
『
史
記
』『
漢室田
』
の
中
に
は
、

「博
士
某
」
と
だ
け
あ
り
、
氏
名

・
略
歴

が
不
明
な
る
縛
土
も
い
旬。

名
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
存
在
を
も
否
定
す

る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

次
に
一
重
仲
丘
町
第
二
封
策
の
信
想
性
に
つ
い
て
、
第
二
針
策
を
後
代
の
鼠
入
で

あ
る
と
す
る
設
は
、
福
井
氏
に
先
だ
ち
、
卒
井
正
士
氏
が
「
漢
の
武
帝
時
代
に

於
け
る
儒
家
任
用
儒
教
園
教
化
の
前
階
と
し
て

」

(
史
潮
十
一

ーl
二、

一

九
凶
一
年
)
に
於
い
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
卒
井
氏
は
、
ま
ず
董
仲
釘

針
策
の
年
次
を
武
帝
元
光
元
年
(
前
一
一
一
一
四
)
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ

こ
か
ら
、
第
二
針
策
文
中
の
、

夜
郎
・
康
居
、
殊
方
糞
皇
、
徳
を
説
き
誼
に
隠
す
。

灯、

-134ー

こ
れ
太
卒
の
致
な

は
、
後
人
に
よ
る
筑
入
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
康
居
と
漢
朝

に
交
渉
が
は
じ
ま
る
の
は
、
張
惜
怖
の
西
域
放
行
の
後
、

一冗
朔
三
年
(
前
一
一
一

六
)
の
こ
と
で
あ
り
、
針
策
文
中
に
は
、
八
年
後
の
事
蹟
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
董
仲
目前
第
二
針
策
は
、
密
接
不
離
な
関
係
に

あ
る
第
一

・
第
三
針
策
と
は
、
孤
立
競
離
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、

康
居
に
つ
い
て
の
記
載
の
み
な
ら
ず
第
二
針
策
金
践
を
後
人
の

鼠
入
と
断
定
さ
れ
、
董
仲
釘
針
策
の
史
的
意
義
を
よ
り
低
く
許
領
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
幅
井
氏
も
、
こ
の
卒
井
氏
の
設
に
則
り
、
第
二
針
策
を
後
人
の
侭
作
と

さ
れ
た
。

確
か
に
、
康
居
が
漢
朝
に
関
知
せ
ら
れ
る
の
は
、

『史
記
』
大
宛
列
侮
、
『
漢



書
』
張
世
庸
俸
な
ど
の
記
載
か
ら
、
張
簿
が
漢
に
錫
園
し
た
元
朔
三
年
(
前
一
一

一

六
)
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
董
仲
傍
の
制
到
策
が
果
た
し
て
い
つ
提
出
さ
れ
た

か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
が
少
く
と
も
建
元
年
側
、
乃
至
は
元
光
年
開
で
あ

る
と
の
黙
で
は
一
致
を
見
、
そ
の
期
関
内
で
あ

っ
た
と
考
え
て
も
さ
し
っ
か
え

な
い
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
康
居
に
関
す
る
記
載
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

『
漢
書
』
に
は
、
今
一
ケ
所
康
居
に
関
し
て
別
目
す
べ
き
記
載
が

『
史
記
』

存
す
る
。
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巴
萄
の
太
守
に
告
ぐ
、
脇
町
夷
自
ら
捜
し
、
討
た
ざ
る
の
日
久
し
。
:
・
・
陛

下
位
に
即
き
、
天
下
を
存
撫
し
、
中
園
を
輯
安
す
。

・:・:
康
居
、
西
城
、

謬
を
重
ね
朝
を
請
い
、
稽
首
来
享
す
。

(
『
史
記
』
及
び
『
漢
書
』
司
馬
相
如
隊
)

右
は
、
建
元
六
年
(
前
二
二
五
)
、
司
馬
相
如
が
巴
萄
に
波
遣
さ
れ
た
時
出
し
た

「
喰
告
巴
窃
民
」
な
る
搬
文
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
機
文
中
に
見
え
る
康
居
請

朝
も
事
貧
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
首
時
西
方
の
諸
園
を
通
じ
て
康
居
は

漠
朝
に
少
な
く
と
も
そ
の
存
在
は
、
知
ら
れ
て
お
り
、
相
如
は
機
文
と
い
う
性

格
上
、
誇
飾
し
、
「
康
居
西
成
重
謬
諾
朝
」
と
表
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
十

分
可
能
で
あ
る
。
事
柄
は
、
董
仲
野
針
策
に
お
い
て
も
同
様
だ
と
私
は
考
え
た

B
U
 さ

ら
に
、
第
二
針
策
が
他
の
二
つ
の
針
策
と
滋
離
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
第
一
針
策
の
初
め
の
武
帝
の
制
策
文
中
に
「
今
子
大
夫
褒
然
篤
穆
首」

と

あ
り
、
第
二
制
策
文
中
に
は
「
今
子
大
夫
待
詔
百
有
徐
人
」
と
見
え
る
。
こ
れ

は
、
事
態
の
進
行
か
ら
い
え
ば
全
く
順
序
が
逆
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
最

初
に
多
く
の
賢
良
方
正
に
策
問
し
、
そ
の
結
果
一
重
仲
街
が
「
怒
首
」
と
な
っ
た

と
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
黙
か
ら
最
初
に
第
二
針
策
が
位
置
し
、
天

子
の
さ
ら
な
る
策
問
に
到
し
て
第
一
・
第
三
針
策
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

以
上
、
「
儒
教
園
激
化
」
の
史
料
面
で
の
問
題
黙
を
福
井
重
雅
氏
の
論
考
を

中
心
と
し
て
紹
介
し
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
き
た
。
私
見
で
は
、
五
経
博

士
、
針
策
文
に
関
し
て
は
、

『漢
書
』
の
記
載
を
ほ
ぼ
信
用
し
て
よ
い
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
「
儒
教
園
激
化
」
の
賞
数
性
に
つ
い
て
考
え
て
い

v
」
久
ノ
。

武
帝
期
の
「
儒
数
園
教
化
」
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
痛
に
は
、
そ
れ
が
賀
行

に
移
さ
れ
た
事
賓
と
、
そ
の
貧
態
を
囲
内
桟
的
に
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
儒

教
園
数
化
」
に
つ
い
て
の
否
定
的
見
解
は
、
そ
の
質
数
性
が
確
認
で
き
な
い
と

い
う
貼
か
ら
も
生
じ
る
。
行
論
の
便
宜
上
、
こ
こ
で
董
仲
箭
針
策
の
内
容
を
関

車
に
述
べ
て
お
こ
う
。

董
仲
位
初
制
到
策
は
、
先
に
言
及
し
て

い
る
如
く
三
つ
の
釘
策
か
ら
成
っ

て
い

る
。
第
一
針
策
は
、
災
国
共
・
瑞
鮮
を
媒
介
と
し
た
天
と
人
と
の
関
係
を
裁
き
、

そ
こ
か
ら
君
位
に
あ
っ
て
天
下
を
治
め
る
者
は
、
蔦
民
の
激
化
に
意
を
注
が
ね

ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
所
謂
、
天
人
相
開
設
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
第
二
針
策
は
、
天
下
の
俊
英
を
選
用
す
る
魚
に
、
太
血
平
を
興
し
、
賢
土
を

養
成
す
る
旨
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
第
三
針
策
で
は
、
『
春
秩
』
の

一
統
を
傘
ぶ

と
い
う
経
裁
に
基
づ
き
、
孔
子
の
準
以
外
の
諸
子
の
祭
を
斥
け
る
旨
を
主
張
す

る。

-135ー

こ
の
三
つ
の
針
策
の
中
で
唱
え
ら
れ
た
、
太
皐
の
設
置
に
伴
う
儒
家
官
僚
の

任
用
、
及
び
儒
皐
一
傘
の
主
張
が
、
一
重
仲
特
別
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
「
儒
教
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図
教
化
」
で
あ
る
。
針
策
文
は

『漢
書
』
董
仲
針
俸
に
見
え
る
が
、
同
じ
く

『漢
書
』
雄
築
士
ル
に
も
、
そ
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

董
仲
街
が
針
策
文
を
提
出
し
た
後
の
武
帝
の
庭
理
に
つ
い
て

こ
の
時
、

上
ま
さ
に
四
夷
を
征
討
せ
ん
と
し
、
士
心
を
武
功
に
鋭
く
し
、
意

を
櫨
文
の
事
に
留
め
る
に
暇
あ
ら
ず
。

と
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
董
仲
針
の
針
策
は
、
提
出
後
ほ
と
ん
ど
留
意
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
の
記
載
が、

武
帝
期
に
於
け
る

「
儒
数
図
数
化
」
の
質
数

性
面
で
の
疑
問
の
端
緒
と
な
る
の
で
あ
る
。

福
井
重
雅
氏
は
、
先
に
摩
げ
た
論
考
の
中
で
、
武
帝
初
期
の
崇
儒
政
策
に
貢

献
し
た
の
は
、
組
緒
・
王
減
・
公
孫
弘
ら
で
あ
り
、
董
仲
釘
個
人
を
特
に
評
償

す
べ
き
理
由
は
な
い
。
輩
仲
好
の
謬
説
は
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、
異
類
の
も
の
で

あ
り
、
公
羊
皐
が
他
を
墜
す
る
ほ
ど
の
重
要
な
債
値
を
も
っ
皐
説
と
し
て
傘
重

さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
な
ど
の
紘
か
ら
董
仲
好
の
役
割
に
よ
り
低
い
許
債
を

輿
え
る
と
共
に
、

「
儒
数
」
の
雄
一
政
に
関
し
て
は
、
公
孫
弘
に
よ
る
筒
土
弟
子

の
噌
員
を
上
奏
し
た
「
功
令
」
以
後
、
「
儒
数
」
政
策
は
姿
を
消
し
、
以
後
敵

吏
に
代
表
さ
れ
る
法
術
主
義
が
一
舟
び
協
頭
し
て
く
る
と
さ
れ
る
。
卸
ち
、
氏
の

結
論
と
し
て
は
、
「
武
帝
の
儒
数
政
策
も
、
即
位
蛍
初
の
十
徐
年
間
に

一
時
的

に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
は
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ

と
な
く
淵
落
し
て
行
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
平
井
正
士
氏
に
あ
っ
て
も
、
儒
祭
一
舎
の
中
心
人
物
は
武
帝
初
期
の
丞

相
田
扮
で
あ
り
、
太
準
設
置
に
寄
興
し
た
の
は
、

一
に
公
孫
弘
で
あ
り
、
董
仲

街
の
針
策
の
史
的
意
義
を
過
大
に
評
債
す
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
次
叢
で
詳
し
く
紹
介
す
る
西
嶋
定
生
、
板
野
長
八
氏
ら
は
、
武
山市

の
時
代
の
「
偶
数
の
園
激
化
」
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ま
で
の
理
解
で
は
、
武
帝
の

時
代
に
儒
数
は
園
教
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
儒
家
は
傘
重
さ
れ
た
と
設
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
酷
吏
が
首
時
の
官
僚
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
儒
数
が
こ
の
時
代
に
園
数
化
さ
れ
た
と
い
う
理
解
は
再
考
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
」
(
西
嶋
定
生
『中
園
の
歴
史

・
秦
漢
帝
園
』
講
談
社
一
九
七
四

年

)

「

武
帝
が
こ
の
針
策
(
筆
者
注
、
董
仲
針
第
三
針
策
)
を
納
れ
、
又
、

五
経
博
士
を
置
い
た
こ
と
を
以
て
孔
子
致
、
即
ち
儒
数
が
園
数
に
な
っ
た
と
す

る
の
が
一
般
で
あ
る
。
然
し
、
武
帝
が
こ
の
針
策
を
許
債
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
主
旨
を
賀
行
に
移
し
た
こ
と
を
一示
す
事
買
は
見
首
ら
な
い
。
叉
、
五
経
博
士

を
置
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
こ
の
針
策
と
の
聞
に
必
然
的
な
関
係
が
あ

っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
博
士
官
は
奈
の
時
代
に
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
設
置
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
孔
子
数
が
図
数
と
さ
れ
た
と
言

う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

」
(
板
野
長
八
「
困
識
と
儒
教
の
成
立
付
」
、

『史
摩
雑
誌
』
八
四
二
、
一
九
七
五
年
〉
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
説
は
、

董
仲
釣
針
策
が
以
後
の
武
帝
の
政
策
の
商
で
具
般
的
に
'WH

行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
酷
吏
に
代
表
さ
れ
る
法
術
主
義
に
よ
り
、
「
儒

数
」
の
雄
頭
が
阻
ま
れ
た
こ
と
を
、
武
帝
期
の
「
儒
敬
図
数
化
」
を
否
定
的
に

見
る
共
通
し
た
要
因
と
す
る
。
し
か
し
、
私
は
か
か
る
見
解
に
到
し
て
も
、
い

さ
さ
か
懐
疑
的
で
あ
る
。

道
一仲
好
は
、

そ
の
第
二
針
策
で
太
翠
復
興
を
唱
え
、
そ
れ
は
一冗
朔
五
年
(
前

一
二
四
〉
、
公
孫
弘
の
上
奏
に
よ
り
質
施
に
移
さ
れ
る
。
先
述
の

『史
記
』
儒

林
列
停
、

『漢雪国』

儒
林
俸
に
見
ら
れ
る
博
士
弟
子
負
の
設
立
を
述
べ
る
功
令

で
あ
る
。
卒
井
氏
、
福
井
氏
ら
は
、
太
皐
設
立
に
関
し
て
葦
仲
釘
と
公
孫
弘
を

分
離
し
、
太
郎
十
設
立
の
貢
献
は
公
孫
弘
に
よ
り
比
重
が
か
か
る
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
功
令
の
成
立
過
程
は
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
元
朔
五
年
の
篠

-136ー
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に
見
え
る
詔
書
に
劃
す
る
も
の
、
即
ち
、
武
帝
が
制
認
を
群
臣
の
集
議
に
か
け

@
 

た
結
果
、
覆
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
太
皐
設
立
は
ま
ず
武

帝
か
ら
愛
議
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
武
帝
の
設
議

は
、
董
仲
箭
の
主
張
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
武
帝
が
董
仲
尻
町
第
二
針
策
に
留
意
し
、
制
詔
を
下
し
、
そ
の
意
を
汲

ん
だ
公
孫
弘
ら
が
そ
れ
を
法
制
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
董
仲
管
制
到

策
が
貧
行
に
移
さ
れ
た
と
い
う
事
寅
は
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

『
史
記
』
儒
林
列
俸
は
、
そ
の
後
の
儒
家
官
僚
の
進
出
を
、

こ
れ
よ
り
以
来
、
則
ち
公
卿
大
夫
土
吏
、
斌
斌
と
し
て
文
拳
の
士
多
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
公
孫
弘
以
後
、
西
漢
期
の
丞
相
は
そ
の
大
半
が
儒

家
官
僚
で
あ
り
、
叉
博
士
弟
子
員
出
身
者
が
目
だ
ち
は
じ
め
る
。
叉
『
漢
書
』

中
に
見
え
る

う
れ

土
は
経
術
に
明
ら
か
な
ら
ざ
る
を
病
う
。
経
術
萄
し
く
も
明
ら
か
な
れ

ば
、
そ
れ
青
紫
を
取
る
こ
と
仇
し
て
地
芥
を
拾
う
が
如
き
の
み
。
(
夏
侯

勝
惇
)

な
る
武
帝
以
後
の
人
物
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
表
現
は
、
儒
家
官
僚
の
官
界
進
出

を
述
べ
た
『
史
記
』
の
言
葉
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
。
董
仲
担
問
針
策
を
端
緒

と
す
る
儒
家
官
僚
任
用
が
、
武
帝
以
後
、
質
放
性
を
も
っ
て
徐
々
に
結
質
し
て

く
る
と
私
は
考
え
た
い
。

ま
た
別
に
、
福
井
氏
及
び
西
嶋
氏
は
、
酷
吏
に
代
表
さ
れ
る
法
術
主
義
的
官

吏
の
進
出
が
「
儒
教
の
園
激
化
」
を
阻
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
酷
吏
の
思
想
的
基

盤
、
及
び
法
遁
用
の
方
法
を
検
討
し
て
み
る
と
、
逆
に
酷
吏
の
進
出
、
活
躍

は
、
儒
皐
一
念
の
風
潮
が
生
み
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
掛
田
時
の
儒
撃
の

中
心
的
地
位
を
占
め
て
い
た
の
は
、
春
秋
公
羊
皐
で
あ
り
、
公
羊
阜
の
思
想
性

③
 

は
酷
吏
の
撞
頭
と
活
躍
を
保
註
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
考
え
て
く
る
と
、
董
仲
居
前
針
策
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
儒
敬
の
園
激

化
」
を
、
そ
の
賓
敷
性
の
面
か
ら
否
定
的
に
捉
え
る
見
解
に
は
、
疑
問
の
念
を

抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

四

武
帝
期
に
お
け
る
「
儒
教
の
園
激
化
」
に
劃
し
て
、
文
献
的
方
面
、
及
び
寅

数
性
の
面
以
外
か
ら
疑
問
を
提
示
し
た
論
考
と
し
て
、
西
嶋
定
生
氏
、
板
野
長

八
氏
の
見
解
が
あ
る
。

西
嶋
氏
の
そ
れ
は
、
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
四
所

牧
、
一
九
七

O
)
及
び
『
中
園
の
歴
史
・
秦
漢
帝
園
』
(
前
掲
)
で
提
示
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
紙
読
書
と
は
い
え
、
氏
が
本
各
の
「
お

わ
り
に
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
氏
な
り
の
考
え
方
を
意
識
的
に
強
調
さ

れ
、
「
試
行
錯
誤
の
一
過
程
と
な
る
も
の
」
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
ら

し
い
。
そ
れ
故
、
氏
の
こ
の
書
は
、
は
な
は
だ
示
唆
に
富
む
。

西
嶋
氏
に
よ
れ
ば
、
「
儒
数
の
園
敬
化
」
を
満
足
さ
せ
る
傑
件
は
、
第
一
に

は
、
「
儒
数
」
が
闘
家
の
政
治
理
念
と
し
て
紹
劉
的
地
位
を
得
て
、
儒
家
の
読

く
躍
訟
に
よ
っ
て
閣
家
の
祭
杷
が
改
革
さ
れ
る
こ
と
、
第
こ
に
は
、
漢
帝
園
の

支
配
者
で
あ
る
「
皇
帝
」
の
存
在
を
「
儒
数
」
の
敬
義
鐙
系
の
中
に
組
み
入
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
完
成
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
「
儒
敢
闘
激
化
」

が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
前
者
は
、
宗
廟
制
、
郊
和
制
な
ど
の
園
家
の
祭
柁
制

度
が
儒
家
思
想
を
規
準
と
し
て
改
廃
さ
れ
た
時
期
、
即
ち
西
漢
後
期
か
ら
王
葬

期
に
か
け
て
完
成
を
見
る
。
一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
皇
帝
と
は
、
「
燈
々

ヴ
，

今
、
U

唱

A
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た
る
上
帝
」
削
ち
、
天
帝
の
意
で
あ
る
が
、
王
道
思
想
を
政
治
の
理
想
と
す
る

儒
家
思
想
に
は
、
天
子
は
理
解
で
き
て
も
、
天
帝
(
皇
帝
)
を
理
解
す
る
論
理

は
歓
落
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
儒
家
が
「
皇
帝
」
観
念
と
妥
協
す
る
震
に
は
、

そ
の
数
義
鵠
系
を
受
容
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
妥
協
・
跡
捜
容
を

可
能
な
ら
し
め
た
も
の
が
識
緯
設
で
あ
る
。
即
ち
、
儒
家
が
識
緯
設
を
と
り
入

れ
神
秘
主
義
と
結
合
す
る
と
、
神
秘
的
権
威
で
あ
る
皇
帝
を
肯
定
す
る
こ
と
が

初
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
於
け
る
図
家
の
祭
紀
儀
穫
の
改
革
と

相
侠
っ
て
、
こ
こ
に
「
儒
数
の
園
教
化
」
が
成
就
し
た
と
す
る
の
が
西
嶋
設
の

概
容
で
、
氏
に
よ
れ
ば
「
儒
教
園
教
化
」
の
時
期
は
、
西
漢
最
末
期
に
置
か

れ
、
王
葬
政
権
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
儒
数
園
数
化
」
を
背
景
と
し
て
出
現

し
、
そ
し
て
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
皇
帝
観
を
媒
介
と
し

た
氏
の
こ
の
見
解
は
、
皇
帝
と
天
子
の
機
能
の
分
離
を
説
く
こ
と
か
ら
、
秦
漢

帝
図
の
出
現
を
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
展
望
の
上

に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
板
野
長
八
氏
の
見
解
を
と
り
上
げ
よ
う
。
板
野
氏
は
、

「
儒
教
の
成

立
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
四
、
一

九
七

O
年)、

『
中
園
古
代
に
お
け
る
人

閲
観
の
展
開
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
二
年
〉
、
「
悶
識
と
儒
教
の
成
立
付
、
口
」

(
『
史
翠
雑
誌
』
八
四

l
二
、
一
一
一
一
九
七
五
年
〉
、
「
公
羊
皐
に
よ
る
春
秋
の

図
書
化
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
八
七
一

O
、
一
九
七
八
年
〉
な
ど
の
論
考
を
遁

し
、
一
貫
し
て

「
儒
教
の
園
教
化
」
の
問
題
を
と
り
摩
げ
て
こ
ら
れ
た
。
氏
の

設
は
、
ほ
ぼ
次
の
如
く
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

板
野
氏
が
言
う
「
儒
教
」
と
は
、
園
教
と
し
て
の
孔
子
教
を
意
味
す
る
。
そ

し
て

「儒
教
の
園
激
化
」
と
は
、
六
慈
の
科

・
孔
子
の
術
が
、
君
主
を
含
め
て

人
間
界
全
慢
を
指
導
し
教
化
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
か

ら
す
る
と
、
西
漢
武
帝
期
に
あ
っ
て
は
、
聖
人
孔
子
の
権
威
は
、
君
主
武
帝
の

権
威
に
及
ば
な
い
と
述
、
へ
る
董
仲
野
針
策
で
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
孔
子
教

は
、
君
主
を
も
含
め
人
開
界
を
指
導
し
教
化
す
る
所
の
園
数
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
即
ち
、
「
儒
教
の
園
数
化
」
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
元
帝

・
成
帝
以
後
、
経

・
種
・
孔
子
数
に
よ
る
宗
廟
、
郊
-
柁
の
改
革
運
動
が
起
こ

り
、
事
態
に
道
遇
し
た
漠
室
を
直
接
支
持
す
る
官
僚
・
間
学
者
、
か
、
漠
室
に
俸
統

と
な
っ
て
い
た
超
人
間
的
、
呪
術
的
権
威
を
維
持
し
、
復
活
さ
せ
る
た
め
に

祭
記
、
瑞
群
、
災
異
、
符
識
の
類
を
求
め
こ
れ
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
即

ち
、
固
識
と
孔
子
教
が
結
合
し
、
人
道
の
教
え
を
説
く
聖
人
孔
子
が
紳
道
と
し

て
の
天
道
を
説
く
呪
術
の
最
高
権
威
と
な
り
、
孔
子
教
が
神
道
の
教
に
嬰
質
し

て
く
る
の
で
あ
る
。
王
芥
に
於
い
て
は
、
経
に
属
す
る
も
の
と
識
に
属
す
る
も

の
が
未
だ
一
本
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
光
武
帝
期
に
経
で
あ
り
、
経
な
る

も
の
、
孔
子
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
園
識
が
確
定
す
る
。
光
武
帝
は
、
園

識
を
全
面
的
に
受
容
し
、
即
位
、
政
策
、
封
鵡
等
々
、
全
て
闘
識
に
依
接
し

た
。
君
主
も
園
家
も
固
識
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
天
命
、
天
意
に
基
づ
き
、
そ
の

権
威
を
保
註
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
固
識
数
園
家
が
こ
こ
に
成
立
し
、
経
で
あ

り
、
経
な
る
も
の
、
孔
子
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
園
識
が
園
教
と
な
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
所
謂

「儒
教
の
園
教
化
」
が
成
立
す
る
。

板
野
氏
の
説
は
、
「
儒
数
の
園
数
化
」
が
光
武
帝
期
に
完
成
す
る
と
し
た
も

の
で
、
王
芥
期
に
そ
の
完
成
を
み
る
西
嶋
氏
の
設
と
は
相
違
す
る
。
し
か
し
こ

の
二
設
は
、
固
識
と
い
う
も
の
が
「
儒
数
」
の
中
に
包
掻
せ
ら
れ
て
は
じ
め
て

「
儒
数
の
闘
教
化
」
が
成
立
す
る
と
み
る
黙
で
共
通
し
、
叉
、
従
来
の
「
儒
教

園
教
化
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
根
本
的
な
再
検
討
を
唱
え
る
も
の
で
あ
っ

た。

。。



す
ぐ
れ
て
示
唆
に
富
む
か
か
る
見
解
は
、
魅
力
的
で
あ
る
が
、
我
々
に
、
少

く
と
も
私
に
は
、
何
か
し
ら
違
和
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
で
は
、
か
か
る
違
和
感
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章

で
は
、
「
儒
数
園
激
化
」
を
と
り
扱
う
上
で
の
私
な
り
の
考
え
を
提
示
し
、
「
展

望
」
の
貧
を
果
た
し
た
い
と
思
う。

五
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私
は
、
本
稿
に
於
い
て
「
儒
教
」
「
儒
数
の
園
教
化
」
と
「
」
を
附
し
論

を
進
め
て
き
た
。

一
般
的
に
儒
敬
、
及
び
儒
教
の
闘
激
化
と
言
わ
れ
る
が
、
そ

れ
が
果
し
て
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一
致
を
み
て

い
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
教
科
書
、
紙
読
書
の
中
に
は
、
「
漢
武
帝

の
時
、
董
仲
釘
に
よ
り
儒
激
が
園
教
化
し
た
」
と
い
う
表
現
を
使
う
も
の
も
あ

れ
ば
、
別
に
「
儒
撃
が
官
拳
化
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
書
も
あ
る
。
さ
ら
に
進

め
て
言
え
ば
、
一
般
的
に
「
儒
数
」
と
「
儒
皐
」
は
、
そ
の
言
葉
の
使
用
に
於

い
て
そ
れ
程
厳
格
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え

ば
、
卒
凡
社

『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
で
は
、
「
儒
皐
」
の
項
目
と

「儒
数
」
の

そ
れ
は
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

士
ロ
川
幸
衣
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
中
園
に
は
本
来
「
儒
皐
」
と
い
う
言
葉
は
一
般

的
で
あ
っ
た
が
、
「
儒
教
」
と
い
う
使
い
方
は
、
あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

@
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
、
す
で
に

『史
記』

の

中
に
見
出
せ
る
。

河
開
献
王
徳、

以
孝
景
前
二
年
用
皇
子
魚
河
開
王
。
好
儒
祭
、
被
服
造
次

必
於
偶
者
。

(『
史
記
』

五
宗
世
家
)

魯
朱
家
者
、
奥
高
祖
同
時
、
魯
人
皆
以
儒
数
、
而
朱
家
用
侠
問
。

(『史

記
』
激
侠
列
停
〉

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
「
儒
皐
」
は
熟
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
比

し
、
務
侠
列
俸
に
見
ら
れ
る

「
儒
数
」
は
、
議
み
下
し
に
す
る
と
「
魯
人
皆
な

儒
を
以
て
数
え
る
も
、
朱
家
は
侠
を
も
っ
て
閲
ゆ
」
と
な
り
、
「
儒
敬
」
と
一

つ
の
ま
と
ま
っ
た
言
葉
に
は
未
だ
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

今
日
、
我
々
が
使
用
す
る
「
儒
数
」
な
る
言
葉
は
、
「
孔
子
に
よ
っ
て
立
て

ら
れ
た
教
え
」
(
武
内
義
雄
「
儒
激
の
倫
理
」
)
と
い
う
意
味
が
一
般
的
で
、

「
儒
数
」
の
「
数
」
は
「
数
理
」
を
示
し
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
宗
数
」
の

「
数
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
数
理
」

と
い
う
も
の
の
持
つ
性
格
が
、
多
分
に
宗
教
性
へ
と
傾
斜
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う

か
、
儒
数
が
宗
激
的
な
傾
向
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
否
め
な
い
。
そ
こ

か
ら
、
特
に
西
洋
の
同
学
者
の
中
に
は
、
儒
教
を
宗
数
と
し
て
と
り
扱
う
場
合
も

あ
る
。
グ
ラ
ネ
は
、

『支
那
人
の
宗
数
』
の
中
で
、
「
お
お
や
け
の
宗
教
」
と

⑤
 

し
て
儒
乱
訟
を
と
り
扱
っ
て
い
る
。

一
方
、
こ
こ
に
「
儒
皐
」
と
い
う
用
語
を
使
う
な
ら
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
、
「
儒
数
」
の
そ
れ
と
自
ら
相
違
を
呈
す
る
で
あ
ろ
う
。
儒
皐
と
は
、
易

・
書

・
詩
・
躍
・
春
秋
の
五
経
、
所
謂
経
書
を
講
究
す
る
翠
と
定
義
し
、
儒
風
平

日
経
皐
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
西
漢
武
帝
期
に
董
仲
釘
に
よ
っ

て
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
、
直
接
的
に
は
こ
の
経
皐
の
地
位
の
確
立
で
あ
り
、
そ

れ
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
私
は
考
え
た
い
。

董
仲
但町制到
策
で
は
、
孔
子
の
準
以
外
の
諸
子
の
皐
を
認
め
な
い
こ
と
、
太
撃

を
復
興
し
博
士
弟
子
員
出
身
者
を
官
吏
と
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
そ
れ
に
基

づ
き
、
五
経
博
士
が
置
か
れ
、
皐
校
制
度
が
確
立
す
る
。
特
に
こ
の
五
経
博
士

が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の
詩
博
士
、
停
記
博
士
な
ど
の
諸

-139ー
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博
士
を
五
経
に
関
す
る
も
の
に
限
定
し
た
の
で
あ
り
、
準
聞
は
、
五
経
に
限
ら

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
又
祭
校
制
度
が
確
立
さ
れ
、

経
間四千
を
開
学
ん
だ
者
が
官

吏
と
な
る
シ
ス
テ
ム
が
設
け
ら
れ
た
。
経
撃
が
園
家
に
よ
り
そ
の
地
位
を
保
一自認

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
皮
錫
瑞
は
『
経
拳
歴
史
』
の
中
で
、
こ
の
時
期
を

「経
皐

昌
明
時
代
」
と
し
て
い
る
が
、
か
か
る
経
皐
の
地
位
の
確
立
を
、
所
謂
、
「
儒

摩
の
官
謬
化
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

儒
風
午
は
、
そ
の
同
学
問
料
到
象
を
経
蓄
に
お
く
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
目

的
は
、
政
治
へ
の
援
用
で
あ
り
、
人
民
の
教
化
を
目
ざ
す
。
そ
こ
に
皐
と
し
て

の
儒
皐
と
数
理
と
し
て
の
儒
教
の
密
接
不
離
な
る
関
係
、か
生
じ
る
。

数
理
と
し
て
の
儒
数
が
、
君
主
及
び
人
民
を
規
制
し
、
一
種
の

「
園
家
宗
教

的
な
も
の
」

に
な
る
こ
と
、
そ
れ
を
所
謂
「
儒
数
の
図
数
化
」
と
す
る
な
ら

ば
、
経
皐
の
確
立
で
あ
る
「
儒
皐
の
官
準
化
」
と
は
、
親
黙
を
異
に
し
て
論
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
嶋
、
板
野
雨
氏
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
「
儒

敬
の
図
激
化
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
雨
氏
の
論
考
に
劃
し
て
究
え
た
違
和
感

は
、
「
儒
皐
の
官
翠
化
L

を
念
頭
に
、
「
儒
数
の
闘
激
化
」
を
と
り
絞
っ
た
論

文
に
接
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

儒
教
と
儒
皐
の
相
違
は
、
か
つ
て
、
白
河
女
郎
氏
が

「儒

・
儒
教

・
及
び
儒

皐
」
(
東
毘
研
究
一
二
、
二
1

一一一
一

九
二
、
一
九
二
一
)
で
言
及
さ
れ

て
い
る
。
氏
は
、

孔
子
数
を
指
し
て
儒
数
と
稽
し
、
儒
数
に
削
到
す
る
儒
皐
だ
と
す
れ
ば
、
孔

子
教
の
義
理
を
湖
明
し
、
そ
の
経
典
を
講
究
す
る
も
の
が
即
ち
儒
皐
で
あ

っ
て
、
恐
ら
く
は
、
支
那
及
び

日
本
に
於
い
て
、
儒
民
平
と
稿
す
る
皐
聞

は
、
古
来
此
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
居
っ
た
で
あ
ろ
う

0

・
:
孔
子
教
と

い
う
も
の
よ
り
見
れ
ば
、
孔
子
の
人
格
及
び
事
業
が
即
ち
孔
子
数
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
よ
り
大
な
る
儒
皐
と
い
う
も
の
よ
り
見
れ
ば
孔
子
は
寧
ろ
儒

皐
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
・
・
孔
子
の
教
徒
で
あ
る
と
い
う

こ
と
と
、
儒
聞
宇
の
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
劃
然
見
解
を
異
に

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
さ
れ
る
。
私
も
こ
の
設
に
従
い
、
儒
数
と
儒
間
停
を
区
別
し
、
儒
皐
史
の
流
れ

と
、
儒
数
史
の
そ
れ
の
二
流
を
い
ま
一
度
、
確
認
す
べ
き
だ
と
思
う
。
思
?
と
し

て
の
儒
皐
と
、
数
理
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
園
家
宗
数
」
へ
と
多
分
に
傾
斜
す
る

儒
数
を
ひ
と
ま
ず
別
に
考
え
、
そ
の
上
で
、
儒
皐
と
儒
数
の
相
互
の
連
関
、
儒

聞
学
史
が
儒
数
史
に
輿
え
た
影
響
と
そ
の
意
味
を
考
え
る
方
が
問
題
の
庭
理
が
容

易
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
が
ら
は
、
漢
代
に
限
ら
ず
、
以
後
の
時

代
で
も
同
様
だ
と
考
え
て
い
る
。

註①

た

と
え
ば
、

『
史
記
』
儒
林
列
俸
に
見
え
る
公
孫
弘
の
上
奏
文
の
初
め

謹
輿
太
常
減
、
博
士
卒
等
議
白
、
.

と
あ
り
、
「
太
常
減
」
と
は
孔
戚
を
さ
す
が
、
「
博
士
卒
」
な
る
人
物
は
、

不
明
で
あ
る
。
又
、

『
漢
書
』

武
帝
紀
元
鼎
二
年
の
候
、

遺
博
士
中
等
分
循
行
:
・:

の
「
博
士
中
」

も
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。

②

大
庭
倫
「
漢
代
詔
書
の
形
態
に
つ
い
て
」
(『史
泉
』
一
一
六
、
一
九
六
一
ニ
〉

③

拙
稿
「
西
淡
後
牢
期
の
政
治
と
春
秋
思
一

i
『
左
氏
春
秋
』
と
『
公
羊
春

秋
』
の
封
立
と
展
開
l
L
(東
洋
史
研
究
三
六
四
、
一
九
七
八
〉
参
照
。

④

吉

川
幸
次
郎
「
中
園
人
と
宗
教
」
(
『
吉
川
孝
次
郎
全
集
』
二
所
牧
一

九

六
八
〉

⑤
グ
ラ
ネ
『
支
那
人
の
宗
敬
』
(
津
田
逃
夫
誇
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